
 

 

川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 
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川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則の一部を改正する

規則 

川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則（令和元年川崎市人事

委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第２号中「３２２円」を「３３１円」に、「４５４円」を「４

７２円」に、「５８６円」を「６１３円」に、「７１８円」を「７５４円」に

、「８５０円」を「８９５円」に、「９８１円」を「１，０３６円」に、「１

，１０９円」を「１，１７７円」に、「１，１９０円」を「１，３２２円」に

、「１，２７２円」を「１，４６８円」に、「１，３５４円」を「１，６１３

円」に、「１，４３６円」を「１，７５９円」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市会計年度任用職員の給料

の支給等に関する規則の規定の適用の日は、市長が別に定める。 

 

 

 


